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I　はじめに

1993年に施行された「聴覚障害者基本法」では、「この法律において『障害者』とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるものをいう」と定義している。1980年の「国際障害者年行動計画」では、「障害者は社会の異なったニーズを持つ特別の集団として考えられるべきではなく、通常の人間的なニーズを満たすのに特別の困難を持つ普通の市民と考えられるべきなのである」とある。このような法律や計画が作成されるまでは、障害者は特異な存在として、また保護的な存在として考えられていた。現在は障害者と健常者は同じ権利を有する者であり、平等に社会参加する一人として、障害者を支援する時代へと変容してきた。障害者の国際的な分類としては、世界保健機構（以下WHO）が1980年に発表した、WHO国際障害者分類（以下ICIDHと表記）が用いられてきた。ICDHでは特に社会的不利を作り出さない社会こそが大切であると述べている。ICIDHは障害を個人の問題として考えて、障害をマイナスの側面だけから据えていることの批判などから、2001年に国際生活機能分類（以下ICF）が施行された。ICFは障害を機能障害の他に、物的環境や社会的環境などの環境因子にも着目し、環境と人との相互作用を把握する必要性を示した。ICIDHは主に障害者個人への変容を求め、強化するものとして考えられ、ICFは個人の変容、強化を求めるには環境の改善が不可欠で、環境との相互作用が非常に重要なことを示している。

聴覚障害者に限らず障害者の抱える困難や問題は疾患から派生する障害の特徴としての障害を捉えるのではなく、様々な社会的な要素から生じる障害であると考えることが必要なのではないだろうか。本稿では聴覚障害者の日常生活上の諸問題やアンケート調査内容を踏まえながら、障害者と環境との関係性を論じていきたい。

Ⅱ　聴覚障害者が抱える諸問題

聴覚障害者は外見上は健常者とかわらないことや、聞こえに問題があるだけで、発話はできる人もいる。そのため、障害者であるということを理解しづらく、他者から理解されにくい目に見えない障害であるといわれている。現在、日本には聴覚障害者は社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会（全難聴）600万人いるとされているが、そううち障害者と認められ、身体障害者手帳を交付されているのは、35万人程度である。日本では身体者障害者手帳を交付されるには、身体障害者福祉法で70db以上の高度難聴または、ろうに限られている。しかし、本来40dbから、生活に支障があるとされるため、聴覚障害者と認められず困っている人がかなり存在するのではないだろうか。一方、欧米の場合は40db以上から聴覚障害者として認めていることから、世界から見ても、日本の障害者に対する希薄な考え方がうかがえるのではないだろうか。

聴覚障害者のコミュニケーションに対する社会の認識も薄く、聴覚障害者であるならば、全ての人が手話でコミュニケーションをしていると考えている人が多い。実際手話が完璧にできるという人は2割にも満たないとされている。手話自体も1873年頃に欧米から日本に伝えられたが、手話のみをコミュニケーション手段にしたのでは、聴覚障害者が社会参加できないという、一方的な理由で禁止されていた。聾学校では手話の代わりに口話で教育する体制がとられていた。実際に手話の必要性に気付き再び手話を聴覚障害者のコミュニケーション手段にしたのも、1993年の「聴覚障害児のコミュニケーション手段に関する調査研究協力者会議」からである。手話も最近になって聴覚障害者の一般的なコミュニケーション手段となったのであり、それまでは聴覚障害者のコミュニケーション手段は確保されていなかったのである。聴覚障害者は教育的な遅れなどが発生したとも考えられ、このことは社会が聴覚障害者への理解が乏しかったと考えられる。

聴覚障害者のカテゴリーの分類から述べると、聴覚障害者は医学的観点からいえば、デシベル値で難聴や、ろうを区別するのだが、デシベル値だけでは聴覚障害者本人の本当の聴覚レベルを判断することは難しい。聴覚障害は単に聴覚に障害があるだけではなく、障害が発生した時期、聴力損失の程度、また聴覚障害者本人の生活環境や教育環境でかなり個人差があるからである。聴覚障害者にアンケート調査を実施したおりに、聴力の程度とデシベル値を質問した。その結果、身体障害者福祉法ではデシベル値が90db以上だと、重度難聴となるのだが、何人かの回答者は90db以上という回答に対し、中等度難聴や、高度難聴という回答だった。また逆に、デシベル値が70dbという回答に対し、重度難聴という回答もあった。以上のことから、聴覚障害の分類は医学的観点からだけでは、難聴や、ろうだと判断することは難しく、個々の家庭環境や、教育環境がなんらかの形で関与しているのではないだろうかと考える。

アンケートの質問項目の中に「あなたが不安に感じる音や場面はどのような時ですか」があったのだが、その中で最も多かったのは「火災報知器などの警報装置音」という回答であった。この結果から、聴覚障害者に対する社会の安全面での配慮が十分でないことがわかる。最近、消防法施行令で「非常ベル、自動式サイレン又は放送設備」が義務づけられが、このことは社会の聴覚障害者への認識のなさが現れていると考えられる。音により判断するだけでなく、振動や光によって判断できる装置の設置を義務づける必要があると考える。
Ⅲ　おわりに

これらのことから、聴覚障害者にとって生活上の困難や問題は、障害と環境が密接に関わりあっていることが考えられ、聴覚障害者が住みやすい社会とは聴覚障害の障害という部分だけを理解するのではなく、その人を取り巻く社会環境的状況を含め、その相互作用によって理解することが重要なのではないかと考える。

つまり、障害を個人の問題として捉えるのではなく、障害受容、障害克服は社会の問題としてとりあげ、社会全体で支えるシステムを作りあげなければならないと考える。聴覚障害に限らず、障害の程度は障害者を取り巻く社会環境によって、重くも軽くもなるのではないだろうか。　
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